
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像の画素毎に出力可能色群の中から適切な出力可能色を選択する出力色選択処理部と
、前記出力色選択処理部での選択により生じる誤差を当該画素の周辺の画素に拡散させる
誤差拡散処理部とを有し、各画素の入力色データに対しカラー誤差拡散処理を適用して適
切な出力可能色を選択して出力する画像処理装置であって、
　前記入力色データの属性を判定する属性判定部と、
　前記入力色データの属性にしたがって、前記出力可能色群を構成する出力可能色のセッ
トを選択しかつ 複数の関数
式の中から特定の関数式を選択する選択条件決定部と、を有し、
　前記出力色選択処理部は、前記入力色と前記選択条件決定部で選択された前記セットに
含まれる各出力可能色とについて、前記選択条件決定部で選択された関数式の値が最小と
なる出力可能色を選択する、
　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　 前記出力可能色群の中の特
定の出力可能色を選択禁止色とし 残りの出力可能色
　 画像処理装置。
【請求項３】
　前記入力色に対応する出力可能色群のデータを記憶したルックアップテーブルを有し、
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色の各要素の差分の２乗和を求める関数式以外の関数式を含む

前記選択条件決定部で選択される出力可能色のセットには、
た からなるセットが含まれている、

請求項１記載の



　前記出力色選択処理部は前記ルックアップテーブルを用いて前記出力可能色を選択する
、
　請求項１また 記載の画像処理装置。
【請求項４】
　
　　
　　　

　
【請求項５】
　
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　
　　　

　
【請求項６】
　
　　
　　　

　
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、カラー誤差拡散処理を適用して画素毎に適切な出力可能色を選択し、色再現
性のよい画像データを出力する画像処 置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、中間調のカラー画像を２値プリンタに出力する場合、または画像データの保存
または転送を行うためにデータ容量を減少させる場合などに、誤差拡散法に代表される２
値化処理が広く用いられている。
【０００３】
つまり、図５に示すように、従来の誤差拡散法による画像処理装置８０では、周辺誤差付
与部８１において、入力画像データＤＩに対し、それまでの処理で生じた誤差を分配する
ことによって補正を行う。補正された画像データに対応して、出力色選択処理部８２にお
いて、適切な出力可能色を選択し、これを出力画像データＤＯとして出力する。誤差算出
・記憶部８３において、出力色選択処理部８２に入力される画像データと出力色選択処理
部８２で選択された出力可能色との誤差を算出し、記憶する。出力可能色は中間調データ
である。
【０００４】
周辺誤差付与部８１では、既に処理された画素において発生した誤差と注目画素の位置を
基準とする重みマトリクス（拡散マトリクスなどとも呼称される）とにより算出される誤
差を、入力画像データＤＩに付与する。出力色選択処理部８２ではしきい値を用いた２値
化処理を行う。
【０００５】
一般的な誤差拡散法では、入力画像データＤＩは連続階調データ（中間調データ）、出力
画像データＤＯは２値データである。誤差拡散法を適用することにより、原画像であり入
力画像データＤＩの色および濃度が保たれ、比較的忠実な画像が再現可能である。また、
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は２

前記関数式は、
α｜ΔＸ｜＋β｜ΔＹ｜＋γ｜ΔＺ｜＝Ｍｉｎ

α，β，γ：必要に応じて調整された定数
である、

請求項１記載の画像処理装置。

前記関数式は、
α｜１－ΔＸ／Ｘｔ｜＋β｜１－ΔＹ／Ｙｔ｜＋γ｜１－ΔＺ／Ｚｔ｜

＝Ｍｉｎ
Ｘｔ，Ｙｔ，Ｚｔ：出力目標色のＸＹＺ値
α，β，γ：必要に応じて調整された定数

である、
請求項１記載の画像処理装置。

前記関数式は、
α｜ΔＬ｜＋β｜ΔＣ｜＋γ｜ΔＨ｜＝Ｍｉｎ

α，β，γ：必要に応じて調整された定数
である、

請求項１記載の画像処理装置。

理装



２値化により画像データが圧縮され、出力画像データＤＯを記憶するためのメモリ容量が
低減される。このような画像処理装置は、特開平９－３０７７７６号などとして公知であ
る。
【０００６】
従来の２値化処理において、フルカラー画像に対しては、通常、プリンタまたはディスプ
レィなどのデバイス（出力装置または表示装置）に依存する信号、例えばＣＭＹＫまたは
ＲＧＢなどで表される各信号について、独立して２値化処理を行う。そして、出力時（ま
たは表示時）に、それらの信号または出力を合成することによって、擬似的にフルカラー
画像を再現する。
【０００７】
しかし、出力される各色の測色値はデバイスに依存する。また、同一の出力装置を用いて
中間調を表現する場合に、ＣＭＹＫ各色のドット発生率が同じであっても、それぞれの重
なりの程度が異なれば、色は異なって見えてしまう。一般的なカラー誤差拡散処理では、
デバイスに依存した入力信号を用いており、しかも、同一画素でのドットの重なりの問題
も制御していないことから、所望の色再現は得られ難い。
【０００８】
一方、誤差拡散処理による中間調化を色ベクトルを用いて行う方法が提案がされている。
この手法では、入力画像データを１次元量として扱う従来の手法に対し、多次元量として
扱うことが特徴である。ベクトルとして扱う色信号としては、デバイスに依存した色信号
を用いることも当然可能であるが、デバイスに依存しないＸＹＺまたはＣＩＥＬＡＢなど
の色空間で表現した入力画像と、出力装置において予め分かっている出力可能色（２値の
場合では、シアン、マゼンタ、イエロー、レッド、グリーン、ブルー、ホワイト、および
ブラックの８色）のＸＹＺ値またはＣＩＥＬＡＢ値（ホワイトとしては紙自体の測色値が
用いられる場合が多い）を用いて、次のように中間調処理を行なうことで、理論的には入
出力色を測色的に一致させることが期待できる。
１）出力可能色の決定は、入力色（ベクトル）と出力の候補色（ベクトル）とを比較し、
両者の差（ベクトル）が最小となる色を選択することにより行う。つまり、色空間上で入
力色と最も近い出力可能色を選択する。
２）色の選択で発生した入力色と出力色との誤差を算出する。
３）次の未処理画素について、入力色に対し、周辺の既処理画素において発生した誤差を
重み付け加算して入力色を補正した後、再度、１）の処理を行なう。
【０００９】
この手法はベクトル誤差拡散とも呼称されている。
従来のベクトル誤差拡散では、１）の処理において「色ベクトルの各要素の差分の２乗和
を最小にする色」というのが選択の基準であり、常にこの選択基準を用いて出力可能色の
選択が行われる。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
上に述べたように、従来においては、差分の２乗和を最小にすることを唯一の選択基準と
して出力可能色が選択されるが、この手法を実際のカラーの２値プリンタで用いた場合に
、色領域毎に色再現が異なり、精度のよい色再現を達成することが困難である。具体的に
は、低彩度色または無彩色の彩度が出力の目標値よりも高くなるなどの問題がある。
【００１１】
また、上に述べた従来の手法では、各画素の色の決定に当たって、色のみを考慮するので
、色再現の良否に係わらず、視覚上粒状感を増大させるようなドットを発生させる場合が
あった。
【００１２】
つまり、従来のベクトル誤差拡散法では、単順に色誤差が最小になるような出力可能色を
選択するので、目標色と出力可能色の位置関係によっては、低周波の好ましくない色パタ
ーンを生じて視覚上粒状感を悪化させる。

10

20

30

40

50

(3) JP 3817988 B2 2006.9.6



【００１３】
また、出力可能色の種類が多い場合には、その中から目的の出力可能色を選択するのに時
間を要するため、選択処理を簡便に実行させる必要があった。
本発明は、上述の問題に鑑みてなされたもので、好ましくない色パターンが生じるのを防
ぎ、画像の再現性の向上を図ることを目的とする。
【００１４】
【課題を解決するための手
【００１５】
　請求項１の発明に係る装置は、画像の画素毎に出力可能色群の中から適切な出力可能色
を選択する出力色選択処理部と、前記出力色選択処理部での選択により生じる誤差を当該
画素の周辺の画素に拡散させる誤差拡散処理部とを有し、各画素の入力色データに対しカ
ラー誤差拡散処理を適用して適切な出力可能色を選択して出力する画像処理装置であって
、前記入力色データの属性を判定する属性判定部と、前記入力色データの属性にしたがっ
て、前記出力可能色群を構成する出力可能色のセットを選択しかつ

複数の関数式の中から特定の関数式を選択する選
択条件決定部と、を有し、前記出力色選択処理部は、前記入力色と前記選択条件決定部で
選択された前記セットに含まれる各出力可能色とについて、前記選択条件決定部で選択さ
れた関数式の値が最小となる出力可能色を選択する。
【００１６】
　請求項 の発明に係る装置は、

前記出力可能色群の中の特定の出力可能色を選択禁止色とし 残りの出力可能色

【００１７】
　請求項 の発明に係る装置は、前記入力色に対応する出力可能色群のデータを記憶した
ルックアップテーブルを有し、前記出力色選択処理部は前記ルックアップテーブルを用い
て前記出力可能色を選択する。
【００１８】
【発明の実施の形態】
図１は本発明に係る画像処理装置１の構成の例を示すブロック図である。
図１において、画像処理装置１は、周辺誤差付与部１１、出力色選択処理部１２、誤差算
出・記憶部１３、属性判定部１４、および選択条件決定部１５などからなる。周辺誤差付
与部１１および誤差算出・記録部１３は、図５において説明した機能と同様の機能を有す
る。つまり、これらは本発明における誤差拡散処理部に相当する。誤差拡散処理部による
誤差拡散処理それ自体は、従来と同様であり、上に述べた特開平９－３０７７７６号を参
照することができる。
【００１９】
出力色選択処理部１２は、選択条件決定部１５から出力される選択条件に基づいて、出力
可能色を選択する。すなわち、出力色選択処理部１２では、周辺誤差付与部１１によって
補正された画像データと、選択条件決定部１５から出力された出力可能色とを比較し、選
択条件決定部１５から出力される選択基準に基づいて出力可能色を選択する。
【００２０】
選択条件決定部１５では、次のような選択基準を提供する。
▲１▼　入力色および出力可能色群の各色要素に基づく複数の関数値の中から特定の関数
値を選択し、選択された特定の関数値を用いて出力可能色を選択する。つまり、各要素の
差分の２乗和を最小にする従来の関数値とは異なる関数値によって出力可能色を選択する
。
▲２▼　出力可能色群の中の特定の出力可能色を選択禁止色とし、残りの出力可能色を候
補色として、候補色の中から出力可能色を選択する。
【００２１】
属性判定部１４では、目標色である入力画像データＤＩから、色相、明度、彩度の３つの

10

20

30

40

50

(4) JP 3817988 B2 2006.9.6

段】

色の各要素の差分の２
乗和を求める関数式以外の関数式を含む

２ 前記選択条件決定部で選択される出力可能色のセットに
は、 た から
なるセットが含まれている。

３



属性を取得し、これによって入力画像データＤＩの属性を判定する。なお、入力画像デー
タＤＩに代えて、周辺誤差付与部１１から出力される補正後の画像データから属性を取得
してもよい。
【００２２】
選択条件決定部１５では、属性判定部１４で判定された属性にしたがって、複数の選択基
準関数（関数値）の中から特定の選択基準関数（関数値）を決定する。また、選択条件決
定部１５では、予め特定の出力可能色が選択されることを禁止し、候補色のセットを設定
しておく。
【００２３】
なお、候補色および選択基準が変わることによって、選択される出力可能色は異なること
となるが、注目画素における誤差は上に述べたように算出され、誤差拡散処理の効果によ
って、ある領域内において条件を満たすことが可能である。
【００２４】
図２は選択条件ＳＪの例を示す図、図３は選択基準となる関数式の例を示す図である。
図２においては、選択条件ＳＪとして、条件１～ｎおよびその他の条件が設定されている
。各条件１～ｎでは、出力可能色群またはそれから抽出された候補色のセットとして、セ
ット１～ｎが設定されている。そして、各セット１～ｎに対する選択基準として、関数式
Ｆ１～Ｆｎがそれぞれ最小となることが設定されている。
【００２５】
また、その他の条件では、候補色セットとして、上に述べた２値の場合の８色の出力可能
色が設定され、選択基準として、各要素の差分の２乗和を最小にする従来の基準が標準と
して設定されている。選択条件決定部１５は、これらの選択条件ＳＪの中から１つの条件
を選択する。
【００２６】
なお、この図の例では、候補色セットおよび選択基準の両方を各条件毎に個別に設定して
いるが、いずれか一方のみを変更する構成としてもよい。
出力色選択処理部１２は、目標色と、決定された候補色セットの各色（候補色１～ｍ）と
に対して、選択された特定の関数式Ｆｉから求められる値（ DATA１～ DATAｍ）を比較する
。
【００２７】
つまり、 DATA１～ DATAｍは、次のように示される。
Ｆｎ（目標色、候補色１）＝ DATA１
Ｆｎ（目標色、候補色２）＝ DATA２
・・・
Ｆｎ（目標色、候補色ｍ）＝ DATAｍ
この関数値 DATA１～ DATAｍの中で最小となる候補色、つまり DATAｋ＝Ｍｉｎとなる候補色
ｋを、出力可能色として選択する。
【００２８】
図３（ａ）の関数式は、ＸＹＺの各要素の差分に対して、それぞれ、α、β、γの重み付
けを行ったものの総和として示される。
図３（ｂ）の関数式は、ＸＹＺの各要素の差分の変化率を１から差し引いた値に対して、
それぞれ、α、β、γの重み付けを行ったものの総和として示される。
【００２９】
図３（ｃ）の関数式は、ＸＹＺ－Ｌ＊ａ＊ｂ＊変換を行った後、｜ΔＬ｜（明度差）、｜
△Ｃ｜（彩度差）、｜△Ｈ｜（色相差）に対して、それぞれ、α、β、γの重み付けを行
ったものの総和として示される。
【００３０】
一般に、色差を算出するための均等色空間として広く用いられているＣＩＥ１９７６Ｌ＊
ａ＊ｂまたはＬ＊ｕ＊ｖは、色差が視覚上の差に対応するように設計されているものであ
るが、実際は色によっては同じ色差でも感じ方が異なることがよく知られている。
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【００３１】
例えば、彩度が高い色よりも、グレーのような彩度が低い色においては色差に敏感なこと
がある。また、同じ色に対して、同じ色差を持つ色であっても、そのずれる方向によって
は許容レベルも異なる。さらには、色順応、観察条件など複雑な要因も介在する。また、
関数式の設定によっては、選択処理における計算負荷をより軽減することが可能である。
こうした種々の要因を考慮した上で、出力可能色または候補色を設計するために、上に述
べた本実施形態の方法は効果的である。
【００３２】
また、候補色セットを制限することは、以下に述べる場合において有効である。具体的に
は、ブルー近辺の色相で、明度および彩度がともに高い色と判定された色に関して、プリ
ンタの出力するブルーの色再現範囲が特に狭い場合に、ブルーを候補色から除外し、シア
ン、マゼンタ、およびホワイトを候補色とする。これによって、併置混色的なドット発生
になり易く、比較的高彩度の再現が可能になる。
【００３３】
また、測色的な色再現性がある程度満足される場合でも、知覚される粒状性が好ましくな
いパターンを生じる場合がある。例えば肌色を再現する際に、ブラックやブルーなどのド
ットが点在すると主観画質は悪化する。上述のような粒状を悪化させるような色の発生を
制限することも可能である。
【００３４】
次に、他の実施形態について説明する。
図４は本発明に係る他の実施形態の画像処理装置１Ｂの構成の例を示すブロック図である
。
【００３５】
図４に示す画像処理装置１Ｂでは、図１で説明した画像処理装置１の出力色選択処理部１
２に代えてＬＵＴ処理部１２Ｂが、選択条件決定部１５に代えてＬＵＴ選択決定部１５Ｂ
が、それぞれ設けられている。これによって、出力可能色の選択がより一層迅速且つ簡単
に行える。
【００３６】
すなわち、ＬＵＴ選択決定部１５Ｂには、入力色に対応する出力可能色のデータを記憶し
たルックアップテーブル（ＬＵＴ）が、各選択条件毎に設けられている。ＬＵＴ選択決定
部１５Ｂにおいて、属性判定部１４で判定された属性にしたがって、それら複数のルック
アップテーブルの中から特定のルックアップテーブルを決定する。また、ＬＵＴ選択決定
部１５Ｂは、ＬＵＴ処理部１２Ｂに対して、出力色選択処理部１２と同様な選択基準を提
供する。
【００３７】
ＬＵＴ処理部１２Ｂは、選択されたルックアップテーブルを用い、ＬＵＴ選択決定部１５
Ｂから提供された選択基準により、補正された画像データ（入力色）から直接に出力可能
色を決定して出力する。
【００３８】
上の実施形態によると、選択基準を１つに固定することなく、ベクトル各要素から演算で
きる複数の関数値を準備し、選択の幅を持たせている。また、準備されている全ての出力
可能色の中から、選択禁止色を除外した残りの出力可能色を候補色とし、候補色の中から
出力可能色を選択するようにしている。
【００３９】
したがって、従来のように一律の選択基準による処理によって画質に不具合が生じるよう
な場合であっても、本実施形態によれば必要な色の発生頻度を増加させたり、不要な色の
発生頻度を制限し、色やドット発生のパターンを制御することが可能となる。これによっ
て、画像の種類または用途に応じて画像の特性を制御し、好ましくない色パターンが生じ
るのを防ぎ、画像の再現性を向上させることができる。
【００４０】
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さらに、選択される出力可能色をルックアップテーブル化し、選択されたルックアップテ
ーブルを参照して所望の選択基準により出力色を取得することにより、処理が迅速に且つ
簡便に行われる。
【００４１】
上に述べた実施形態では、入力色に対応した出力可能色群を選択することについて述べた
が、入力される画像データから空間フィルタ処理などを利用して得られるエッジ部／非エ
ッジ部の判別情報などを属性として用い、その結果に基づいて選択基準を切り替える構成
とすることも可能である。
【００４２】
また、上の実施形態では、１つの画素を単位として出力可能色の選択または属性の判定を
行っているが、ｍ×ｎ画素（ｍ、ｎは正の整数）からなるブロックを単位として、つまり
１ブロックを１画素と見做して出力可能色の選択または属性の判定を行ってもよい。また
、属性の判定は、２値的に行なってもよく、また、選択基準を示すパラメータに例えば明
度の関数で表されるようなものを設定し、連続的に設定することも可能である。
【００４３】
さらには、入力画像データＤＩの中に、写真領域、グラフィック領域、または文字領域な
どを表す信号を予め含めておき、それらの信号を誤差拡散処理を行う際に順次参照する構
成としてもよい。また、上の述べた種々の方法または構成を適宜組み合わせてもよい。
【００４４】
上に述べた実施形態において、画像処理装置１，１Ｂの各部または全体の構成、回路、処
理内容、処理タイミングなどは、本発明の趣旨に沿って適宜変更することができる。
【００４５】
【発明の効果】
本発明によると、好ましくない色パターンが生じるのを防ぎ、画像の再現性の向上を図る
ことができる。
【００４６】
　請求項 の発明によると、処理が一層迅速に且つ簡単に行われる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る画像処理装置の構成の例を示すブロック図である。
【図２】選択条件の例を示す図である。
【図３】選択基準となる関数式の例を示す図である。
【図４】本発明に係る他の実施形態の画像処理装置の構成の例を示すブロック図である。
【図５】従来の誤差拡散法による画像処理装置を示す図である。
【符号の説明】
１　画像処理装置
１１　周辺誤差付与部（誤差拡散処理部）
１２　出力色選択処理部
１３　誤差算出・記憶部（誤差拡散処理部）
１４　属性判定部
１５　選択条件決定部
１Ｂ　画像処理装置
１２Ｂ　ＬＵＴ処理部（出力色選択処理部）
１５Ｂ　ＬＵＴ選択決定部
ＬＵＴ　ルックアップテーブル
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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